
東

京

都

北

区

議

会

政

務

活

動

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

東

京

都

北

区

議

会

政

務

活

動

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

議

会

政

務

活

動

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

三

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

二

号

様

式

の

二

ま

で

、

第

五

号

様

式

か

ら

第

七

号

様

式

の

二

ま

で

、

第

九

号

様

式

及

び

第

九

号

様

式

の

二

中

「

㊞

」

を

削

る

。

（表）

（表）

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

議

会

政

務

活

動

費

の

交

付

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

十

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

平

成

二

十

一

年

六

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

及

び

第

四

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第

三

条

及

び

第

四

条

削

除

第

五

条

第

一

項

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

も

の

」

を

「

申

請

に

係

る

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

が

法

第

六

条

第

一

項

各

号

（

第

三

号

及

び

第

四

号

を

除

く

。

）

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

が

確

認

で

き

る

図

書

で

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

図

書

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

も

の

」

を

「

前

項

の

図

書

を

添

付

す

る

場

合

に

お

い

て

、

省

令

第

二

条

第

一

項

に

掲

げ

る

図

書

の

う

ち

区

長

が

不

要

と

認

め

る

図

書

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

削

る

。第

六

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

自

然

災

害

に

よ

る

被

害

の

発

生

の

防

止

又

は

軽

減

へ

の

配

慮

に

係

る

事

項

）

第

六

条

の

二

法

第

六

条

第

一

項

第

四

号

に

規

定

す

る

自

然

災

害

に

よ

る

被

害

の

発

生

の

防

止

又

は

軽

減

に

配

慮

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

に

つ

い

て

の

基

準

は

、

建

築

を

し

よ

う

と

す

る

住

宅

が

立

地

す

る

地

域

に

お

け

る

自

然

災

害

に

よ

る

被

害

の

発

生

の

防

止

又

は

軽

減

へ

の

配

慮

の

観

- 1 -



点

か

ら

、

区

長

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

第

七

条

第

一

項

中

「

認

定

申

請

又

は

変

更

認

定

申

請

」

を

「

法

第

五

条

第

一

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

に

よ

る

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

の

認

定

の

申

請

（

以

下

「

認

定

申

請

」

と

い

う

。

）

又

は

法

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

変

更

の

認

定

の

申

請

（

以

下

「

変

更

認

定

申

請

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

建

築

基

準

法

施

行

令

」

の

下

に

「

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

三

百

三

十

八

号

）

」

を

加

え

る

。

別

記

第

五

号

様

式

中

「

建
築

及
び

」

を

「

建
築

又
は

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

二

月

二

十

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

第

三

条

第

二

項

及

び

第

五

条

第

二

項

第

二

号

の

規

定

は

、

住

宅

の

質

の

向

上

及

び

円

滑

な

取

引

環

境

の

整

備

の

た

め

の

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

の

促

進

に

関

す

る

法

律

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

四

十

八

号

）

附

則

第

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

こ

と

と

さ

れ

る

長

期

優

良

住

宅

建

築

等

計

画

の

変

更

の

認

定

の

申

請

に

つ

い

て

は

、

な

お

そ

の

効

力

を

有

す

る

。

３

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

長

期

優

良

住

宅

の

普

及

- 2 -



の

促

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

別

記

第

五

号

様

式

に

よ

る

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

十

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

三

号

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

東

京

都

北

区

滝

四

も

み

じ

ク

ラ

ブ

第

一

及

び

東

京

都

北

区

谷

端

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

四

〇

」

を

「

八

〇

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

王

子

東

育

成

室

の

項

を

削

り

、

同

表

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

三

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

四

四

〇

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

五

四

〇

別

表

第

一

東

京

都

北

区

ふ

た

ば

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

四

〇

」

を

「

七

〇

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

滝

小

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

三

の

項

中

「

四

〇

」

を

「

六

〇

」

に

改

め

る

。

別

表

第

二

中

「

東

京

都

北

区

荒

川

ふ

じ

ク

ラ

ブ

を

」

- 1 -



「

東

京

都

北

区

赤

羽

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

一

東

京

都

北

区

赤

羽

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

二

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

東

京

都

北

区

赤

羽

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

三

」

第

三

豊

島

学

童

ク

ラ

ブ

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

桐

ケ

丘

郷

っ

子

ク

ラ

ブ

第

一

東

京

都

北

区

桐

ケ

丘

郷

っ

子

ク

ラ

ブ

第

二

東

京

都

北

区

桐

ケ

丘

郷

っ

子

ク

ラ

ブ

第

三

別

表

第

二

東

京

都

北

区

風

の

子

ク

ラ

ブ

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

一

- 2 -



東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

二

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

三

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

四

東

京

都

北

区

王

子

っ

子

ク

ラ

ブ

第

五

別

表

第

二

東

京

都

北

区

十

条

台

小

ク

ラ

ブ

の

項

を

削

る

。

「

「

別

記

第

一

号

様

式

中

を

に

改

め

る

。

」

」

別

記

第

七

号

様

式

中

「

保
護

者
氏

名
㊞

」

を

「

保
護

者
氏

名

（

署
名

）

」

に

改

め

る

。

付

則

- 3 -



（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

利

用

申

請

そ

の

他

学

童

ク

ラ

ブ

の

利

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

（

経

過

措

置

）

３

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

第

一

号

様

式

及

び

第

七

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

- 4 -



東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

会

議

に

お

け

る

審

議

等

の

特

例

に

関

す

る

条

例

第

三

条

に

規

定

す

る

適

用

期

間

を

定

め

る

規

則

（

令

和

二

年

十

一

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

本

則

中

「

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

、

施

行

日

以

後

初

め

て

」

を

削

り

、

「

感

染

が

拡

大

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

／

感

染

の

再

拡

大

の

危

険

性

が

高

い

と

思

わ

れ

る

」

を

「

大

規

模

な

感

染

拡

大

が

継

続

し

て

い

る

／

感

染

の

再

拡

大

の

危

険

性

が

高

い

と

思

わ

れ

る

」

に

変

更

さ

れ

た

日

か

ら

、

同

日

以

後

初

め

て

当

該

総

括

コ

メ

ン

ト

が

「

大

規

模

な

感

染

拡

大

が

継

続

し

て

い

る

／

感

染

の

再

拡

大

の

危

険

性

が

高

い

と

思

わ

れ

る

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

押

印

を

求

め

る

手

続

の

見

直

し

等

の

た

め

の

関

係

規

則

の

整

備

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

二

十

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

東

京

都

北

区

押

印

を

求

め

る

手

続

の

見

直

し

等

の

た

め

の

関

係

規

則

の

整

備

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

押

印

を

求

め

る

手

続

の

見

直

し

等

の

た

め

の

関

係

規

則

の

整

備

に

関

す

る

規

則

（

令

和

三

年

十

一

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

六

十

九

条

の

う

ち

、

東

京

都

北

区

建

築

基

準

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

八

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

二

号

）

別

記

第

十

一

号

様

式

及

び

第

十

一

号

様

式

の

二

の

改

正

規

定

中

「

及

び

第

十

一

号

様

式

の

二

」

を

削

り

、

同

改

正

規

定

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

別

記

第

十

一

号

様

式

の

二

中

「

㊞

」

を

削

り

、

「

２
工

事
監

理
者

又
は

工
事

の
施

工
者

の
氏

名

（

法
人

の
場

合
に

あ
つ

て
は

代
表

者
、

の
氏

名

）

の
記

載
を

自
署

で
行

う
場

合
に

お
い

て
は

押
印

を
省

略
で

き
ま

す

を

、
。

３
工

事
監

理
者

及
び

工
事

施
工

者
は

本
報

告
書

の
記

載
内

容
と

確
認

済
証

及
び

設
、

計
図

書
等

が
整

合
し

て
い

る
か

十
分

確
認

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

」

。

「

２
工

事
監

理
者

及
び

工
事

施
工

者
は

本
報

告
書

の
記

載
内

容
と

確
認

済
証

及
び

設

に

、

計
図

書
等

が
整

合
し

て
い

る
か

十
分

確
認

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

」

。

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

中

高

層

建

築

物

の

建

築

に

係

る

紛

争

の

予

防

と

調

整

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

二

十

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

号

東

京

都

北

区

中

高

層

建

築

物

の

建

築

に

係

る

紛

争

の

予

防

と

調

整

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

中

高

層

建

築

物

の

建

築

に

係

る

紛

争

の

予

防

と

調

整

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

第

一

項

第

五

号

中

「

第

五

十

九

条

の

二

第

一

項

」

の

下

に

「

、

第

六

十

七

条

第

三

項

第

二

号

、

第

五

項

第

二

号

若

し

く

は

第

九

項

第

二

号

」

を

加

え

、

同

項

第

八

号

中

「

第

八

十

五

条

第

四

項

又

は

第

五

項

」

を

「

第

八

十

五

条

第

三

項

、

第

五

項

又

は

第

六

項

」

に

改

め

、

同

項

第

十

三

号

中

「

第

三

項

」

を

「

第

五

項

」

に

改

め

、

「

申

請

」

の

下

に

「

又

は

第

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

許

可

の

申

請

」

を

加

え

、

同

項

第

十

八

号

中

「

第

二

十

九

条

第

一

項

」

を

「

第

三

十

四

条

第

一

項

」

に

、

「

第

三

十

一

条

第

一

項

」

を

「

第

三

十

六

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

四

年

二

月

二

十

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

四

年

一

月

三

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

号

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

五

項

中

「

特

別

定

額

給

付

金

給

付

事

業

実

施

要

綱

（

令

和

二

年

五

月

八

日

二

北

区

戸

第

五

千

十

二

号

）

第

八

条

た

だ

し

書

の

規

定

に

基

づ

き

支

給

す

る

特

別

定

額

給

付

金

」

を

「

次

に

掲

げ

る

給

付

金

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

北

区

住

民

税

非

課

税

世

帯

等

に

対

す

る

臨

時

特

別

給

付

金

支

給

事

務

実

施

要

綱

（

令

和

四

年

一

月

十

一

日

三

北

福

健

第

五

千

二

十

七

号

）

第

六

条

第

二

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

現

金

受

領

方

式

等

に

よ

り

支

給

す

る

生

活

支

援

臨

時

特

別

給

付

金

二

令

和

三

年

度

東

京

都

北

区

低

所

得

の

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

子

育

て

世

帯

生

活

支

援

特

別

給

付

金

（

ひ

と

り

親

世

帯

分

）

支

給

事

業

実

施

要

綱

（

令

和

三

年

五

月

二

十

八

日

三

北

教

子

子

第

千

四

百

九

十

九

号

）

第

五

条

第

三

号

及

び

第

七

条

第

二

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

交

付

方

式

に

よ

り

支

給

す

る

子

育

て

世

帯

生

活

支

援

特

別

給

付

金

（

ひ

と

り

親

世

帯

分
）

三

令

和

三

年

度

東

京

都

北

区

低

所

得

の

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

子

育

て

世

帯

生

活

支

援

特

別

給

付

金

（

ひ

と

り

親

世

帯

以

外

の

低

所

得

の

子

育

て

世

帯

分

）

支

給

事

業

実

施

要

綱

（

令

和

三

年

六

月

十

一

日

三

北

教

子

子

第

千

五

百

六

十

一

号

）

第

五

条

第

三

項

第

四

号

及

び

第

七

条

第

三

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

交

付

方

式

に

よ

り

支

給

す

る

子

育

て

世

帯

生

活

支

援
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特

別

給

付

金

（

ひ

と

り

親

世

帯

以

外

の

低

所

得

の

子

育

て

世

帯

分

）

四

令

和

三

年

度

東

京

都

北

区

子

育

て

世

帯

等

臨

時

特

別

支

援

事

業

（

子

育

て

世

帯

へ

の

臨

時

特

別

給

付

（

給

付

金

）

）

支

給

事

務

実

施

要

綱

（

令

和

三

年

十

二

月

二

十

三

日

三

北

教

子

子

第

二

千

六

百

四

十

四

号

）

第

五

条

第

三

号

及

び

第

七

条

第

二

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

現

金

受

領

方

式

に

よ

り

支

給

す

る

子

育

て

世

帯

等

臨

時

特

別

支

援

事

業

（

子

育

て

世

帯

へ

の

臨

時

特

別

給

付

（

給

付

金

）

）

付

則

第

六

項

中

「

第

五

項

」

を

「

第

五

項

各

号

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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